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(57)【要約】
【課題】データ放送を利用して、おすすめ番組などの放
送予定番組の録画予約をその場で行う。
【解決手段】ＢＭＬデータのヘッダに記述されたおすす
め番組情報に基づき、予約番組候補の情報が抽出され、
抽出された情報に基づき、放送局とそれぞれの放送局毎
のおすすめ番組の放送日時および番組名とが一覧表示さ
れたおすすめ番組リスト画面１００が表示部２１に表示
される。操作部３１を操作して放送局と録画予約したい
番組とが選択されると、おすすめ番組の詳細を示す番組
情報２０１、録画設定を示す設定情報２０２、録画予約
を行う予約ボタン２０３、録画予約を中止する中止ボタ
ン２０４が設けられた番組予約画面２００が表示される
。操作部３１を操作して予約ボタン２０３が選択される
と、設定情報２０２の内容に従い、番組情報２０１に表
示された番組のおすすめ番組情報に基づき録画予約が行
われる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタルテレビジョン放送の電波から所定の変調信号を選局し、該変調信号を復調し
てトランスポートストリームを出力するチューナ部と、
　上記トランスポートストリームをビデオストリームおよびデータストリームに分離する
分離部と、
　上記ビデオストリームをデコードし、映像データを出力するデコーダと、
　上記データストリームから番組の付加情報を提供するデータ放送の所定形式のデータを
取得するブラウザと、
　上記所定形式のデータから推薦番組に関連した情報である推薦番組情報を抽出する予約
番組抽出部と、
　上記推薦番組情報に基づき推薦番組を示す画面を生成する予約処理部と、
　上記推薦番組を示す画面を出力して表示する表示部と、
　複数のキーを備え、上記推薦番組を選択する際に操作される操作部と
を有し、
　上記操作部に対する操作により、上記推薦番組を示す画面中に表示された推薦番組の録
画予約を行う
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　上記推薦番組を示す画面では、上記推薦番組情報に含まれる推薦番組が一覧表示され、
　上記一覧表示された推薦番組の中から、上記操作部に対する操作によって選択された推
薦番組の録画予約を行う
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載された情報処理装置において、
　上記推薦番組を示す画面では、上記推薦番組情報に含まれる推薦番組を紹介する番組を
放送している間に、該推薦番組が録画予約可能であることを示す表示が表示され、
　上記操作部に対する操作に基づき上記推薦番組の録画予約を行う
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　上記推薦番組情報は、上記所定形式のデータのヘッダに記述されている
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　上記推薦番組情報は、上記所定形式のデータの本文から抽出される
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　上記推薦番組情報は、番組名、放送日時および番組を特定するためのＩＤを含む
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　ディジタルテレビジョン放送の電波から所定の変調信号を選局し、該変調信号を復調し
てトランスポートストリームを出力し、
　上記トランスポートストリームをビデオストリームおよびデータストリームに分離し、
　上記ビデオストリームをデコードし、映像データを出力し、
　上記データストリームから番組の付加情報を提供するデータ放送の所定形式のデータを
取得し、
　上記所定形式のデータから推薦番組に関連した情報である推薦番組情報を抽出し、



(3) JP 2009-5132 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

　上記推薦番組情報に基づき推薦番組を示す画面を生成し、
　上記推薦番組を示す画面を出力して表示し、
　複数のキーを備え、上記推薦番組を選択する際に操作される操作部に対する操作により
、上記推薦番組を示す画面中に表示された推薦番組の録画予約を行う
ことを特徴とする録画予約処理方法。
【請求項８】
　推薦番組に関連した情報である推薦番組情報を、番組の付加情報を提供するデータ放送
の所定形式のデータのヘッダに記述し、
　上記データ放送の所定形式のデータを含むデータストリームと、映像データに対して所
定の圧縮符号化処理を施すことにより生成されたビデオストリームとを多重化して得られ
るトランスポートストリームを所定の変調方式で変調して変調信号を生成し、上記変調信
号をディジタルテレビジョン放送の電波として出力する送信装置と、
　上記ディジタルテレビジョン放送の電波から所定の変調信号を選局し、該変調信号を復
調して上記トランスポートストリームを出力するチューナ部と、
　上記トランスポートストリームを上記ビデオストリームおよび上記データストリームに
分離する分離部と、
　上記ビデオストリームをデコードし、上記映像データを出力するデコーダと、
　上記データストリームから上記データ放送の所定形式のデータを取得するブラウザと、
　上記所定形式のデータから上記推薦番組情報を抽出する予約番組抽出部と、
　上記推薦番組情報に基づき推薦番組を示す画面を生成する予約処理部と、
　上記推薦番組を示す画面を出力して表示する表示部と、
　複数のキーを備え、上記推薦番組を選択する際に操作される操作部と
を有し、上記操作部に対する操作により、上記推薦番組を示す画面中に表示された推薦番
組の録画予約を行う情報処理装置と
を備えることを特徴とする情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ディジタルテレビジョン放送を受信可能な情報処理装置および録画予約処
理方法、ならびに情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、衛星ディジタルテレビジョン放送や地上ディジタルテレビジョン放送などのディ
ジタルテレビジョン放送を視聴可能なテレビジョン受像機などの機器が急速に普及してい
る。ディジタルテレビジョン放送では、番組の付加情報などを提供するサービスとして、
データ放送が行われている。
【０００３】
　データ放送では、データが所定間隔で繰り返し伝送され、テレビジョン放送で現在放送
中の番組にかかわらず、同一のデータ群を連続して常に送出する場合と、放送中の番組に
連動してデータを切り替えて送出する場合とがある。
【０００４】
　同一のデータ群を連続して送出する場合、データ放送では、番組との相関がないため、
テレビジョン放送で現在放送中の番組にかかわらず、最新のニュースや天気予報、スポー
ツの試合経過、道路交通情報、放送事業者における推薦番組などの全体の情報が含まれた
データを送出することになる。例えば、図９Ａに示すように、テレビジョン放送において
番組Ａおよび番組Ｂの間にＣＭ（Commercial Message）が放送される場合について考える
。この場合、データ放送では、テレビジョン放送の番組にかかわらず、常に同一のデータ
が所定間隔で送出される。
【０００５】
　一方、テレビジョン放送に連動してデータを送出する場合、データ放送では、番組の開
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始／終了のタイミングや、番組のコーナー、ＣＭのタイミングに合わせて、それぞれのテ
レビジョン放送の内容に関連した情報が含まれたデータを切り替えて送出する。例えば、
図９Ｂに示すように、テレビジョン放送において番組Ｃが放送され、番組Ｃ内で番組紹介
コーナーが放送される場合について考える。この場合、データ放送では、番組Ｃ内で番組
紹介コーナーが始まるタイミングに合わせてデータ放送のデータも切り替わり、紹介され
ている番組の内容に関連するデータが送出される。
【０００６】
　データ放送を視聴する場合には、例えば、テレビジョン受像機の操作部であるリモート
コントロールコマンダーに設けられたデータ放送取得キーを押すことによって視聴するこ
とができる。例えば、下記の特許文献１には、データ放送を視聴することができる放送受
信装置に関する技術が記載されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１１６０７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上述のデータ放送では、近い将来放送される推薦番組を「おすすめ番組」な
どと記述し、番組内容を紹介する場合がある。このようなデータ放送のおすすめ番組紹介
をユーザが視聴した際に、紹介された番組をその場で録画予約したい場合が想定される。
【０００９】
　しかしながら、従来は、データ放送と機器に設けられた予約機能とが連動していないた
め、その場で録画予約を行おうとしても録画予約することができないという問題点があっ
た。
【００１０】
　おすすめ番組の録画予約を行う場合には、電子番組ガイドであるＥＰＧ（Electronic P
rogram Guide）を利用することが考えられる。ＥＰＧでは、８日先までの番組に関する情
報を表示することができ、ＥＰＧで表示された番組の中から所望の番組を選択することに
より、選択された番組に対応する放送日時などが機器に設定され、自動的に録画予約を行
うことができるようになっている。
【００１１】
　ＥＰＧでは、番組やサービスの情報を記述したＳＩ（Service Information）情報と呼
ばれる番組配列情報を用いてＥＰＧの表示画面を生成する。具体的には、例えば、各サー
ビスに含まれる番組のタイトル、放送日時、内容の説明などの番組に関する情報が記述さ
れたテーブルであるＥＩＴ（Event Information Table）や、チャンネル番号、チャンネ
ル名が記述されたＳＤＴ（Service Description Table）を用いてＥＰＧの表示画面を生
成する。
【００１２】
　しかしながら、ＥＰＧを用いておすすめ番組の録画予約を行う場合、ユーザは、データ
放送のおすすめ番組画面に表示されている放送日時や番組名などをメモしたり記憶したり
し、ＥＰＧの予約画面に切り替え、おすすめ番組を検索して録画予約を行わなければなら
ず、手間がかかってしまうという問題点があった。
【００１３】
　また、ＥＰＧに用いられる配信データが８日分と規定されており、８日先までの番組し
か自動的に予約することができない。そのため、おすすめ番組の放送予定日が９日目以降
である場合には、ＥＰＧを利用して録画予約を行うこともできず、ユーザが録画日時をい
ちいち手動で入力する必要があり、手間がかかってしまうという問題点があった。
【００１４】
　したがって、この発明の目的は、データ放送を利用して、おすすめ番組などの放送予定
番組の録画予約をその場で行うことができる情報処理装置および録画予約処理方法、なら
びに情報処理システムを提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述した課題を解決するために、第１の発明は、ディジタルテレビジョン放送の電波か
ら所定の変調信号を選局し、変調信号を復調してトランスポートストリームを出力するチ
ューナ部と、トランスポートストリームをビデオストリームおよびデータストリームに分
離する分離部と、ビデオストリームをデコードし、映像データを出力するデコーダと、デ
ータストリームから番組の付加情報を提供するデータ放送の所定形式のデータを取得する
ブラウザと、所定形式のデータから推薦番組に関連した情報である推薦番組情報を抽出す
る予約番組抽出部と、推薦番組情報に基づき推薦番組を示す画面を生成する予約処理部と
、推薦番組を示す画面を出力して表示する表示部と、複数のキーを備え、推薦番組を選択
する際に操作される操作部とを有し、操作部に対する操作により、推薦番組を示す画面中
に表示された推薦番組の録画予約を行うことを特徴とする情報処理装置である。
【００１６】
　また、第２の発明は、ディジタルテレビジョン放送の電波から所定の変調信号を選局し
、変調信号を復調してトランスポートストリームを出力し、トランスポートストリームを
ビデオストリームおよびデータストリームに分離し、ビデオストリームをデコードし、映
像データを出力し、データストリームから番組の付加情報を提供するデータ放送の所定形
式のデータを取得し、所定形式のデータから推薦番組に関連した情報である推薦番組情報
を抽出し、推薦番組情報に基づき推薦番組を示す画面を生成し、推薦番組を示す画面を出
力して表示し、複数のキーを備え、推薦番組を選択する際に操作される操作部に対する操
作により、推薦番組を示す画面中に表示された推薦番組の録画予約を行うことを特徴とす
る録画予約処理方法である。
【００１７】
　また、第３の発明は、推薦番組に関連した情報である推薦番組情報を、番組の付加情報
を提供するデータ放送の所定形式のデータのヘッダに記述し、データ放送の所定形式のデ
ータを含むデータストリームと、映像データに対して所定の圧縮符号化処理を施すことに
より生成されたビデオストリームとを多重化して得られるトランスポートストリームを所
定の変調方式で変調して変調信号を生成し、変調信号をディジタルテレビジョン放送の電
波として出力する送信装置と、ディジタルテレビジョン放送の電波から所定の変調信号を
選局し、変調信号を復調してトランスポートストリームを出力するチューナ部と、トラン
スポートストリームをビデオストリームおよびデータストリームに分離する分離部と、ビ
デオストリームをデコードし、映像データを出力するデコーダと、データストリームから
データ放送の所定形式のデータを取得するブラウザと、所定形式のデータから推薦番組情
報を抽出する予約番組抽出部と、推薦番組情報に基づき推薦番組を示す画面を生成する予
約処理部と、推薦番組を示す画面を出力して表示する表示部と、複数のキーを備え、推薦
番組を選択する際に操作される操作部とを有し、操作部に対する操作により、推薦番組を
示す画面中に表示された推薦番組の録画予約を行う情報処理装置とを備えることを特徴と
する情報処理システムである。
【００１８】
　上述したように、第１、第２および第３の発明では、ディジタルテレビジョン放送の電
波から取得されるトランスポートストリームに含まれるデータストリームから、番組の付
加情報を提供するデータ放送の所定形式のデータを取得し、所定形式のデータから推薦番
組に関連した情報である推薦番組情報を抽出し、推薦番組情報に基づき推薦番組を示す画
面を生成するようにしているため、操作部を操作することにより、推薦番組の画面に表示
された推薦番組の録画予約がその場で行われる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明は、データ放送のＢＭＬデータに記述された推薦番組情報を抽出し、抽出され
た推薦番組情報に基づき生成された推薦番組の画面に表示された推薦番組の録画予約を行
うようにしているため、将来放送予定の推薦番組の録画予約をその場で行うことができる
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という効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施の一形態について、図面を参照して説明する。この発明の実施の
一形態では、データ放送として、ディジタルテレビジョン放送で現在放送中の番組にかか
わらず、放送局として全体の情報が常に提供されている場合に、データ放送に含まれた推
薦番組情報に基づき推薦番組のリスト画面を表示させ、録画予約を行うことができるよう
にした。
【００２１】
　先ず、送信装置としての放送設備について概略的に説明する。放送設備では、例えば、
地上ディジタルテレビジョン放送の場合、ＭＰＥＧ－２（Moving Picture Experts Group
-2）方式により、映像、音声およびデータの圧縮符号化を行い、ビデオストリーム、オー
ディオストリーム、およびデータ放送の情報であるＢＭＬ（Broadcast Mark-up Language
）データが含まれたデータストリームを生成する。そして、ＭＰＥＧ－２システムズ（MP
EG-2 Systems）の規定に従い、ビデオストリーム、オーディオストリームおよびデータス
トリームを各チャンネル毎およびデータ種類毎にパケット化し、時分割で多重化してトラ
ンスポートストリーム（ＴＳ：Transport Stream）と呼ばれるパケット列を生成する。な
お、ＢＭＬデータの詳細については、後述する。
【００２２】
　トランスポートストリーム（以下、ＴＳと適宜称する）に対して、所定の変調方式を用
いて変調処理が施されて送信される。変調方式としては、例えば、地上ディジタルテレビ
ジョン放送の場合、衛星ディジタルテレビジョン放送と異なり、山やビルなどによる反射
波を考慮する必要があるため、マルチパスによる妨害に強いＯＦＤＭ（Orthogonal Frequ
ency Division Multiplex）変調方式が用いられる。
【００２３】
　次に、この発明の実施の一形態による情報処理装置１の一例の構成について、図１を参
照して説明する。この例では、データ放送として、テレビジョン放送で放送中の番組の内
容にかかわらず局全体の情報が提供される場合について説明する。情報処理装置１は、チ
ューナ部１１、デマルチプレクサ（Ｄｅｍｕｘ）１２、映像デコーダ１３、音声デコーダ
１４、ＢＭＬブラウザ１５、ＥＰＧ（Electronic Program Guide）処理部１６、予約番組
抽出部１７、予約処理部１８、ＥＰＧ画面生成部１９、ＧＵＩ（Graphical User Interfa
ce）表示部２０、表示部２１、音声出力部２２、制御部３０および操作部３１で構成され
ている。
【００２４】
　情報処理装置１は、外部に接続されたアンテナ２により、図示されない放送設備から送
出されたディジタルテレビジョン放送の電波を受信する。そして、受信したディジタルテ
レビジョンの電波をチューナ部１１に供給する。
【００２５】
　チューナ部１１は、アンテナ２を介して供給されるディジタルテレビジョン放送の電波
から所定の周波数の変調信号を選局する。そして、選局された変調信号に対して復調処理
や誤り訂正処理などの所定の信号処理を施し、ＭＰＥＧ－２システムズに規定されるＴＳ
を出力する。復調処理としては、例えば地上ディジタルテレビジョン放送の場合、ＯＦＤ
Ｍ変調方式が用いられる。
【００２６】
　デマルチプレクサ１２は、供給されたＴＳについて、ＴＳパケットのヘッダ部に格納さ
れた、それぞれのパケットを識別するためのＰＩＤ（Packet IDentification）の値に基
づきフィルタリングを行い、多重されたＴＳの中からビデオストリームやオーディオスト
リーム、データストリームなどの必要なストリームを取り出す。そして、ビデオストリー
ムを映像デコーダ１３に供給し、オーディオストリームを音声デコーダ１４に供給し、デ
ータストリームをＢＭＬブラウザ１５に供給する。また、デマルチプレクサ１２は、ＴＳ
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から抽出された、ＳＩ（Service Information）情報と呼ばれる番組配列情報をＥＰＧ処
理部１６に供給する。
【００２７】
　映像デコーダ１３は、ビデオストリームに対して復号処理を施し、復号された映像デー
タをＧＵＩ表示部２０に供給する。音声デコーダ１４は、オーディオストリームに対して
復号処理を施し、復号された音声データを音声出力部２２に供給する。
【００２８】
　ＢＭＬブラウザ１５は、データストリームからＢＭＬデータを取り出し、予約番組抽出
部１７に供給する。また、ＢＭＬブラウザ１５は、データストリームから取り出したＢＭ
Ｌデータの構造を解析してデータ放送の画面データを生成し、ＧＵＩ表示部２０に供給す
る。
【００２９】
　予約番組抽出部１７は、ＢＭＬブラウザ１５から供給されたＢＭＬデータのヘッダ部分
に記述された推薦番組を示す情報であるおすすめ番組情報に基づき予約番組候補を示す情
報を抽出し、予約処理部１８に供給する。
【００３０】
　ＥＰＧ処理部１６は、デマルチプレクサ１２からＳＩ情報を受け取り、ＳＩ情報に含ま
れたＥＩＴやＳＤＴなどのＥＰＧに必要な情報を抽出し、ＥＰＧ画面生成部１９に供給す
る。また、ＥＰＧ処理部１６は、後述する制御部３０の制御に基づき、番組予約情報を予
約処理部１８に供給する。ＥＰＧ画面生成部１９は、ＥＰＧ処理部１６から供給されたＥ
ＩＴやＳＤＴなどの情報に基づきＥＰＧ画面データを生成し、ＧＵＩ表示部２０に供給す
る。
【００３１】
　予約処理部１８は、予約番組抽出部１７から供給された予約番組候補を示す情報に基づ
きおすすめ番組リスト画面１００を生成し、おすすめ番組リスト画面１００のデータをＧ
ＵＩ表示部２０に供給する。また、予約処理部１８は、後述する制御部３０による制御に
基づき、おすすめ番組リスト画面１００で選択されたおすすめ番組に関する番組予約画面
２００を生成し、番組予約画面２００のデータをＧＵＩ表示部２０に供給する。おすすめ
番組リスト画面１００および番組予約画面２００の詳細については、後述する。さらに、
予約処理部１８は、ＥＰＧ処理部１６から供給された番組予約情報に基づき、ＥＰＧ画面
で選択された番組の録画予約を行うためのＥＰＧ予約画面を生成し、ＥＰＧ予約画面のデ
ータをＧＵＩ表示部２０に供給する。
【００３２】
　ＧＵＩ表示部２０は、映像デコーダ１３から供給された映像データと、ＢＭＬブラウザ
１５から供給されたデータ放送の画面データと、予約処理部１８から供給されたおすすめ
番組リスト画面１００のデータと、ＥＰＧ画面生成部１９から供給されたＥＰＧ画面デー
タとのうち、後述する制御部３０の制御に基づき要求されたデータを選択したり、例えば
ＯＳＤ（On Screen Display）処理を行うことによって画面を合成し、表示部２１に表示
させる。また、ＧＵＩ表示部２０は、予約処理部１８から供給された番組予約画面２００
のデータやＥＰＧ予約画面のデータを表示部２１表示させる。表示部２５としては、例え
ば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＰＤＰ（Plasma Display Panel）を用いること
ができる。
【００３３】
　操作部３１は、例えば、情報処理装置１のパネルに設けられた操作部や、リモートコン
トロールコマンダが用いられる。リモートコントロールコマンダは、例えば、上下左右の
方向を指示することができる十字キーや、決定キー、おすすめ番組の録画予約を行うため
のおすすめ番組予約キーなどの情報処理装置１を操作するためのキーが設けられ、ユーザ
による操作により、操作に応じた制御信号を生成する。
【００３４】
　制御部３０は、図示しないＲＯＭ（Read Only Memory）に予め格納されたプログラムに
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従い、図示しないＲＡＭ（Random Access Memory）をワークメモリとして各部を制御する
。制御部３０は、ユーザの操作部３１に対する操作に基づき、予約処理部１８におけるお
すすめ番組リスト画面１００および番組予約画面２００の生成や、ＥＰＧ処理部１６にお
けるＥＰＧ予約画面の生成、ＧＵＩ表示部２０から出力される画面データなどを制御する
。
【００３５】
　ここで、ＢＭＬデータについて説明する。データ放送では、データ画面を生成する際に
ＢＭＬ言語を用いてＢＭＬデータを記述する。ＢＭＬ言語は、ＸＭＬ（eXtensive Mark-u
p Language）言語を基本とした、データ放送用に特化した言語である。この発明の実施の
一形態では、番組予約用として特定の要素を新たに定義したＢＭＬデータを使用する。例
えば、図２に示すように、所定の放送事業者において、放送中に提示されているデータ放
送のＢＭＬデータのヘッダ部分に、放送事業者が推薦する番組に関する情報であるおすす
め番組情報を予め記述したＢＭＬデータを使用する。
【００３６】
　図２に示すように、<head>および</head>のタグの間に記述された内容がＢＭＬデータ
のヘッダ部分であり、この発明の実施の一形態では、おすすめ番組情報が記述されている
。また、<body>および</body>のタグの間には、ＢＭＬデータの本文が記述されており、
画面への表示に用いられる。
【００３７】
　<recommended_tv_prog_list>および</recommended_tv_prog_list>のタグに囲まれた部
分の記述は、おすすめ番組情報であることを示し、<tv_prog>および</tv_prog>のタグに
囲まれた部分毎に、それぞれのおすすめ番組情報が記述される。この例では、２つのおす
すめ番組情報が記述されている。
【００３８】
　おすすめ番組情報としては、例えば、おすすめ番組の番組名や放送日時、おすすめ番組
を特定するためのＩＤ（IDentification）が記述されている。この例では、おすすめ番組
の番組名が<title>および</title>のタグに囲まれた部分に記述され、放送日時が<date>
および</date>のタグに囲まれた部分に記述されている。また、おすすめ番組を特定する
ためのＩＤが<es_ref>および</es_ref>のタグに囲まれた部分に記述されている。
【００３９】
　おすすめ番組情報は、ヘッダ部分に記述されているため、データ放送の画面を生成する
際に表示されることはなく、おすすめ番組を抽出する場合にのみ用いられる。
【００４０】
　次に、この発明の実施の一形態による情報処理装置１の動作について説明する。ユーザ
が操作部３１を操作して所定のチャンネルが選局されることにより、選局されたチャンネ
ルに対応する電波がチューナ部１１で受信され、復調処理などの所定の信号処理が施され
、ＴＳが出力される。そして、デマルチプレクサ１２で、ＴＳからビデオストリーム、オ
ーディオストリームおよびデータストリームが取り出される。取り出されたビデオストリ
ームおよびオーディオストリームは、映像デコーダ１３および音声デコーダ１４でそれぞ
れデコードされ、所望の番組の映像および音声が表示部２１および音声出力部２２に出力
される。
【００４１】
　また、データストリームは、ＢＭＬブラウザ１５でデータストリームからＢＭＬデータ
が取り出される。そして、ＢＭＬデータのヘッダ部分に記述されたおすすめ番組情報に基
づき、予約番組候補を示す情報が予約番組抽出部１７で抽出される。このとき、予約番組
候補を示す情報は、選局されたチャンネルの放送事業者に対応するものだけでなく、全て
のチャンネルの放送事業者に対応するものが抽出される。次に、抽出された予約番組候補
を示す情報に基づき、予約処理部１８でおすすめ番組リスト画面１００が生成される。
【００４２】
　番組を視聴している場合やＥＰＧを利用して録画予約する番組の検索を行っている場合
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などに、操作部３１のおすすめ番組予約キーが押されると、制御部３０の制御に基づき、
予約処理部１８で生成されたおすすめ番組リスト画面１００がＧＵＩ表示部２０を介して
表示部２１に表示される。
【００４３】
　おすすめ番組リスト画面１００は、図３に示すように、例えば、放送事業者（放送局）
と、それぞれの放送事業者毎のおすすめ番組リスト１０１が表示される。おすすめ番組リ
スト１０１には、例えば、所定の放送事業者におけるおすすめ番組の放送日時および番組
名が一覧表示される。なお、おすすめ番組リスト画面１００は、一例であってこの例に限
られない。例えば、全ての放送事業者のおすすめ番組をまとめて一覧表示するようにして
もよい。
【００４４】
　このとき、操作部３１に設けられた左右キーで放送事業者を選択するとともに上下キー
で録画予約したい番組を選択し、決定キーを押すことにより予約処理部１８で番組予約画
面２００が生成され、表示部２１に表示される。
【００４５】
　番組予約画面２００は、図４に示すように、番組情報２０１および設定情報２０２が表
示される。番組情報２０１は、おすすめ番組リスト画面１００で選択されたおすすめ番組
の番組名や放送日時、放送局などのおすすめ番組の詳細情報が表示される。設定情報２０
２は、録画の際の記録先や毎回録画モード、自動延長モード、録画画質などの録画設定を
示す情報が表示される。
【００４６】
　また、番組予約画面２００には、選択されたおすすめ番組の録画予約を行う予約ボタン
２０３と、録画予約を中止する中止ボタン２０４が設けられている。ユーザが操作部３１
の左右キーを操作して、予約ボタン２０３および中止ボタン２０４のいずれか一方を選択
し、決定キーを押すことにより、選択されたボタンに対応した処理が行われる。予約ボタ
ン２０３を選択した場合には、設定情報２０２に表示された設定内容に従い、番組情報２
０１に表示された番組に対応付けられたおすすめ番組情報に基づき、放送予定の番組の録
画予約が行われる。一方、中止ボタン２０４を選択した場合には、録画予約が中止され、
例えば、おすすめ番組リスト画面１００に遷移する。
【００４７】
　なお、この例では、番組予約画面２００において設定情報２０２を表示するように説明
したが、これはこの例に限られない。例えば、設定情報２０２に表示された録画設定の項
目を選択できるようにし、選択された録画設定の内容を適宜変更できるようにしてもよい
。
【００４８】
　次に、この発明の実施の一形態による録画予約処理の流れについて、図５に示すフロー
チャートを参照して説明する。なお、特別な記載がない限り、以下の処理は、制御部３０
の制御の下で行われるものとする。ステップＳ１において、ＢＭＬブラウザ１５でデータ
放送のデータストリームに含まれるＢＭＬデータが取得される。
【００４９】
　ステップＳ２では、予約番組抽出部１７でＢＭＬデータの構造を解析し、ＢＭＬデータ
のヘッダ部分に記述されたおすすめ番組情報を抽出できるか否かが判断される。ＢＭＬデ
ータからおすすめ情報情報が抽出できると判断された場合には、処理がステップＳ３に移
行し、予約番組抽出部１７で、ＢＭＬデータのヘッダ部分からおすすめ番組情報が抽出さ
れる。そして、処理がステップＳ１に戻る。
【００５０】
　上述のステップＳ１からステップＳ３までの処理を各放送事業者毎に巡回的に行い、全
ての放送事業者のデータ放送からおすすめ番組情報が抽出された場合には、ステップＳ２
において、おすすめ番組情報が取得できないと判断し、処理がステップＳ４に移行する。
【００５１】
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　ステップＳ４では、ステップＳ３で抽出されたおすすめ番組情報に基づき、予約処理部
１８でおすすめ番組リスト画面１００が生成され、ステップＳ５において、例えばユーザ
によって操作部３１に設けられたおすすめ番組予約キーが押されると、図３に示すおすす
め番組リスト画面１００が表示部２１に表示される。
【００５２】
　ステップＳ６では、おすすめ番組リスト画面１００に表示されたおすすめ番組リスト１
０１の中から所定のおすすめ番組が選択されたか否かが判断される。ユーザが操作部３１
に設けられた十字キーを操作して所定のおすすめ番組を選択することにより、図４に示す
番組予約画面２００が表示部２１に表示され、予約ボタン２０３を選択して決定キーを押
した場合には、所定のおすすめ番組が選択されたと判断し、処理がステップＳ７に移行す
る。
【００５３】
　ステップＳ７では、選択されたおすすめ番組の録画予約を行い、一連の処理が終了する
。一方、ステップＳ６において、ユーザが中止ボタン２０４を選択し、おすすめ番組が選
択されなかった場合には、おすすめ番組の録画予約を行わず、一連の処理が終了する。
【００５４】
　このように、この発明の実施の一形態では、データ放送のＢＭＬデータのヘッダ部分に
記述されたおすすめ番組情報に基づきおすすめ番組リスト画面を生成して表示するように
しているため、表示されたおすすめ番組のリストから所望の番組を選択することにより、
将来放送予定のおすすめ番組の録画予約をその場で行うことができる。
【００５５】
　また、この発明の実施の一形態では、放送事業者が提供するおすすめ番組情報に基づき
録画予約を行うようにしているため、例えばＥＰＧを用いた場合のように、録画予約が可
能な期間の制限を越えて録画予約を行うことができる。
【００５６】
　次に、この発明の実施の一形態の変形例について説明する。テレビジョン放送では、将
来放送予定の番組を紹介する番組やＣＭなどが放送されることがあり、このような番組や
ＣＭをユーザが視聴した際に、その場で放送予定の番組を録画予約したいと考えることが
想定される。
【００５７】
　そこで、この発明の実施の一形態の変形例では、データ放送として、ディジタルテレビ
ジョン放送で現在放送中の番組内で特定の番組を紹介する番組やコーナー、特定の番組を
紹介するＣＭなどが放送されている際に、データ放送に含まれた推薦番組情報に基づき、
紹介されている番組の録画予約を行うことが可能であることを示す表示を表示させ、録画
予約を行うことができるようにした。
【００５８】
　この発明の実施の一形態の変形例による情報処理装置は、図１に示す上述の実施の一形
態による情報処理装置１における予約処理部１８、ＧＵＩ表示部２０および制御部３０の
動作以外は、同様の構成で実現可能である。したがって、ここでは、この実施の一形態と
同様の部分については同一の符号を付し、予約処理部１８、ＧＵＩ表示部２０および制御
部３０の動作以外については、説明を省略する。なお、この例では、データ放送として、
テレビジョン放送で放送中の番組に連動して切り替わるデータが提供されている場合につ
いて説明する。
【００５９】
　予約処理部１８は、予約番組抽出部１７から供給された予約番組候補を示す情報に基づ
き、予約可能提示画面３００を生成し、予約可能提示画面３００のデータをＧＵＩ表示部
２０に供給する。また、予約処理部１８は、制御部３０による制御に基づき、おすすめ番
組に関する番組予約画面４００を生成し、番組予約画面４００のデータＧＵＩ表示部２０
に供給する。予約可能画面３００および番組予約画面４００の詳細については、後述する
。
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【００６０】
　ＧＵＩ表示部２０は、制御部３０の制御に基づき、映像デコーダ１３から供給された映
像データと予約処理部１８から供給された予約可能表示画面３００のデータとを例えばＯ
ＳＤ処理によって合成し、表示部２１に表示させる。また、ＧＵＩ表示部２０は、制御部
３０の制御に基づき、映像データと予約処理部１８から供給された番組予約画面４００の
データとをＯＳＤ処理によって合成し、表示部２１に表示させる。
【００６１】
　制御部３０は、ユーザの操作部３１に対する操作に基づき、予約処理部１８における予
約可能提示画面３００および番組予約画面４００の生成や、ＧＵＩ表示部２０から出力さ
れる画面データを制御する。
【００６２】
　予約可能提示画面３００は、図６に示すように、おすすめ番組を紹介する番組やＣＭを
視聴している間に、おすすめ番組の録画予約が可能であることを示す予約可能マーク３０
１が画面の所定位置に表示される。予約可能マーク３０１は、番組の視聴の妨げとならな
いようにするため、例えば画面の四隅付近に表示すると好ましい。
【００６３】
　このとき、例えば操作部３１に設けられたおすすめ番組予約キーを押すことにより、予
約処理部１８で番組予約画面４００が生成され、表示部２１に表示される。
【００６４】
　番組予約画面４００は、図７に示すように、番組情報４０１および設定情報４０２が表
示される。番組情報４０１は、現在放送中の番組やＣＭで紹介されたおすすめ番組の番組
名や放送日時、放送局などのおすすめ番組の詳細情報が表示される。設定情報４０２は、
録画の際の記録先や毎回録画モード、自動延長モード、録画画質などの録画設定を示す情
報が表示される。
【００６５】
　また、番組予約画面４００には、おすすめ番組の録画予約を行う予約ボタン４０３と、
録画予約を中止する中止ボタン４０４が設けられている。ユーザが操作部３１の上下キー
を操作して、予約ボタン４０３および中止ボタン４０４のいずれか一方を選択し、決定キ
ーを押すことにより、選択されたボタンに対応した処理が行われる。予約ボタン４０３を
選択した場合には、設定情報４０２に表示された設定内容に従い、番組情報４０１に表示
された番組に対応付けられたおすすめ番組情報に基づき、放送予定の番組の録画予約が行
われる。一方、中止ボタン４０４を選択した場合には、録画予約が中止され、例えば、予
約可能提示画面３００に遷移する。
【００６６】
　なお、番組予約画面４００に表示される番組情報４０１や設定情報４０２などは、番組
の視聴の妨げとならないようにするため、画面の上部や下部などに表示すると好ましい。
【００６７】
　次に、この発明の実施の一形態の変形例による録画予約処理の流れについて、図８に示
すフローチャートを参照して説明する。なお、特別な記載がない限り、以下の処理は、制
御部３０の制御の下で行われるものとする。ステップＳ１１において、ＢＭＬブラウザ１
５でデータ放送のデータストリームに含まれるＢＭＬデータが取得される。
【００６８】
　ステップＳ１２では、予約番組抽出部１７でＢＭＬデータの構造を解析し、ＢＭＬデー
タのヘッダ部分に記述されたおすすめ番組情報を抽出できるか否かが判断される。ＢＭＬ
データからおすすめ情報情報が抽出できると判断された場合には、処理がステップＳ１３
に移行する。一方、ＢＭＬデータからおすすめ番組情報を抽出できないと判断された場合
には、一連の処理が終了する。
【００６９】
　ステップＳ１３では、予約番組抽出部１７で、ＢＭＬデータのヘッダ部分からおすすめ
番組情報が抽出される。ステップＳ１４では、ステップＳ３で抽出されたおすすめ番組情
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報に基づき、予約処理部１８で、図６に示す予約可能提示画面３００が生成され、視聴中
の番組の画面の所定位置に予約可能マーク３０１が表示される。ステップＳ１５において
、例えばユーザによって操作部３１に設けられたおすすめ番組予約キーが押されると、ス
テップＳ１６において、図７に示すように、おすすめ番組に対する番組予約画面４００が
表示部２１に表示される。そして、ユーザが操作部３１を操作して予約ボタン４０３を選
択し、決定キーを押すことにより、選択されたおすすめ番組の録画予約を行い、一連の処
理が終了する。
【００７０】
　このように、この発明の実施の一形態の変形例では、おすすめ番組の紹介番組などをユ
ーザが視聴している際に、おすすめ番組の録画予約が可能であることを画面に表示するよ
うにしているため、番組内で紹介されているおすすめ番組の録画予約をその場で行うこと
ができる。
【００７１】
　以上、この発明の実施の一形態および実施の一形態の変形例について説明したが、この
発明は、上述したこの発明の実施の一形態および実施の一形態の変形例に限定されるもの
ではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。例えば
、上述の実施の一形態および実施の一形態の変形例では、ＢＭＬデータのヘッダ部分に記
述されたおすすめ番組情報を用いて、将来放送予定の番組の録画予約を行うようにしてい
る。
【００７２】
　しかしながら、この発明の実施の一形態および実施の一形態の変形例で使用するＢＭＬ
データには、そのヘッダ部分におすすめ番組情報が記述されている必要があり、このよう
なＢＭＬデータは、放送事業者側で予め準備しなければならない。そのため、例えば、Ｂ
ＭＬデータのヘッダ部分におすすめ番組情報が記述されていない場合には、おすすめ番組
情報を抽出することができず、録画予約を行うことができない。
【００７３】
　そこで、ＢＭＬデータのヘッダ部分におすすめ番組情報が記述されていない場合であっ
ても、ＢＭＬデータの本文に記述された内容からおすすめ番組の情報を示す記述を抽出す
ることにより、将来放送予定の番組の録画予約を行うことができるようにしてもよい。
【００７４】
　具体的には、例えば、情報処理装置１に対して記憶部を新たに設け、おすすめ番組の情
報を示すと考えられる「おすすめ」や「オススメ」、「推薦」などの所定のキーワードを
予め記憶させておく。そして、ＢＭＬデータの記述に対して形態素解析などの処理を施し
、ＢＭＬデータの本文と記憶部に記憶されたキーワードとを比較しておすすめ番組に関す
る記述の位置を特定し、おすすめ番組情報を抽出する。
【００７５】
　こうすることにより、ＢＭＬデータのヘッダ部分におすすめ番組情報が記述されていな
い場合であっても、ＢＭＬデータからおすすめ番組情報を抽出し、おすすめ番組リスト画
面１００や予約可能提示画面３００などの表示を生成し、おすすめ番組の録画予約を行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】この発明の実施の一形態による情報処理装置の一例の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】ＢＭＬデータにおける記述の一例を示す略線図である。
【図３】この発明の実施の一形態によるおすすめ番組リスト画面の一例を示す略線図であ
る。
【図４】この発明の実施の一形態による番組予約画面の一例を示す略線図である。
【図５】この発明の実施の一形態による録画予約処理の流れを示すフローチャートである
。
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【図６】この発明の実施の一形態の変形例による予約可能提示画面の一例を示す略線図で
ある。
【図７】この発明の実施の一形態の変形例による番組予約画面の一例を示す略線図である
。
【図８】この発明の実施の一形態の変形例による録画予約処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図９】データ放送におけるデータの伝送方法を説明するための略線図である。
【符号の説明】
【００７７】
１　情報処理装置
２　アンテナ
１１　チューナ部
１２　デマルチプレクサ
１３　映像デコーダ
１４　音声デコーダ
１５　ＢＭＬブラウザ
１６　ＥＰＧ処理部
１７　予約番組抽出部
１８　予約処理部
１９　ＥＰＧ表示生成部
２０　ＧＵＩ表示部
２１　表示部
２２　音声出力部
１００　おすすめ番組リスト画面
１０１　おすすめ番組リスト
２００　番組予約画面
３００　予約可能提示画面
３０１　予約可能マーク
４００　番組予約画面
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